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第１章 序論 

 

１．合併の必要性 

 （１）日常生活圏の拡大 

    道路交通網の整備や情報通信手段の発達に伴い、地域住民の生活行動圏域は、行

政区域を越えて飛躍的に拡大しています。 
    このような中で、地域の実情と住民ニーズに即した公共サービスを効率的に提供

し、地域全体の発展を支えていくためには、地域住民の生活圏域と行政区域を可能

な限り合致させていくことが求められています。 
    また、こうした取り組みは、公共サービスの受益者と納税者の基盤を一致させる

こととなり、「自らのまちのあり方を住民が自ら決定していく」という「自治に関す

る自己決定」の観点からも重要であり、より住民の目線に立った地方自治への前進

が期待されます。 
 
（２）広域的な視点に立った新しいまちづくり 

    多様化する住民ニーズに対応した行政サービスを推進していくためには、地域の

多様な人材、文化、産業等の資源や自然環境等の特色を有機的に連携・活用した多

様性にとんだまちづくりの視点が求められています。 
 
（３）地方分権時代に対応した行政基盤の強化 

    地方分権時代の中で今後更に権限、財源の移譲が進められ、地域間の競争がます

ます激しくなることが予想されます。 
    こうした中で、福祉や環境、教育等の住民に身近な課題に的確に対応できるサー

ビス体制を確保していくためには、生活圏を共にする自治体の合併により、専門的

な人材の確保や政策立案能力の向上等、地域全体の自治能力を高めていく必要があ

ります。 
 
（４）都市が自立可能な財政基盤の強化 

    厳しい社会経済環境の中で、国からの財政支援の減少は避けられず、また、少子

高齢社会における社会保障費の増大や納税人口比率の低下等、日本の社会システム

が大きく変化する中で、地方自治体は今後一層困難な行財政運営を迫られるものと

思われます。 
    このような中で、都市機能を充実させ住民福祉の向上を図っていくためには、効

率的・合理的な行財政運営を推進するとともに、税収の安定的な確保等都市が自立

できる強固な財政基盤を構築する必要があります。 
 
（５）限りない地域の発展のために 

    合併後の新市は人口が３０万人を超えることが見込まれ、住民生活に密着した保

健や福祉などの分野で多くの権限が移譲される中核市の要件を満たすことから、地

方分権や少子高齢社会に的確に対応していくためのより自立した行政運営が可能と

なります。 
そして、行政区域及び人口規模の拡大とともに、それぞれの地域が持っている特

性や資源を最大限に生かした市民生活の一層の向上が期待されるとともに、高度の

産業業務機能や都市機能の受け皿となり得る地域づくり、全国にも顔の見える都市

づくりを推進し、その活力を新市の発展と市民サービスの向上につなげていくこと

が期待されています。 
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２．計画策定の方針 

（１）計画の趣旨 

合併は地域住民にとって重大な影響を及ぼすものであることから、住民に対して

まちづくりの将来ビジョンを示していくことが求められると同時に、新市の行財政

運営を行っていくうえでの基本的指針が必要です。 
新市建設計画は、高崎市、倉渕村、群馬町、新町の合併後のまちづくりを総合的

かつ効果的に推進することを目的とし、新市の一体性の速やかな確立及び住民福祉

の向上を図るとともに、新市の均衡ある発展を目指します。 
 

①総合的な計画  
ハード面の整備だけでなく、ソフト面にも配慮した計画とします。 

 
②効果的な計画 

     新市において健全な財政運営が行われるよう、真に新市の発展に資する事業や

施策を選び、効率的な行財政運営に裏付けられた着実な計画とします。 
 

③一体性を確立する計画 
旧市町村意識を早期に解消し地域の連帯感を醸成するため、市民交流を促進す

る計画とします。 
 

④住民福祉を高める計画 
     地域全体のレベルアップを実現し、生活水準･文化水準を高める計画とします。 
 

⑤均衡ある発展を実現する計画 
各市町村で策定している総合計画等にも配慮し、それぞれの地域の特性が十分

に発揮できるよう、地域の実情に応じたきめ細かな対策を考慮した計画とします。 
 

（２）計画の対象区域 

    本計画の対象区域は、高崎市、倉渕村、群馬町、新町の全域とします。 
 
（３）計画の構成 

本計画は、新市を建設していくための基本方針、その基本方針を実現するための

根幹となる施策及び事業、公共的施設の統合整備、財政計画等を中心に構成します。 
 
（４）計画の期間 

本計画の期間は、平成１７年度から平成２７年度までの１１年間とします。 
 
（５）市民のための計画 

計画の内容については、社会経済情勢の変化や地域住民の意見を尊重した見直し

を、必要に応じて行います。 
 
（６）総合計画との関連 

本計画は、各市町村の総合計画を尊重した計画とします。 
また、合併後は、速やかに新市の総合計画策定に着手し、本計画の施策や事業等

は新しい総合計画に位置付け、着実な推進を目指します。 
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第２章 新市の概況 

 

１．位置と地勢 

  新市は、群馬県の中西部に位置し、東は前橋市、佐波郡、西は安中市、碓氷郡、富岡

市、甘楽郡、長野県、南は藤岡市、埼玉県、北は北群馬郡、吾妻郡に接し、倉渕地域※

及び新町地域※は飛び地で形成しています。また、日本列島の中では、ほぼ中央部にあり、

東京へ約１００㎞、新幹線で約５０分という位置にあります。 
  古くから交通の要衝として発展し、現在は新幹線２路線、ＪＲ在来線５路線、私鉄１

路線、高速自動車道２路線、そして国道４路線が集中する全国有数の内陸交通の拠点性

を有しています。 
  地形は、南東から北西へと細長い形を成しており、中央部に位置する高崎地域※・群馬

地域※や新町地域は、関東平野の一部を形成する平坦地形である一方、倉渕地域は自然豊

かな山々に囲まれた山間地形を有しています。 
  

  位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．面積 

  新市の面積は、263.66km2となり、群馬県の約 4.1%を占めています。 
  土地の利用状況は、宅地が 44.92km2（約 17.0%）、農用地が 48.46km2（約 18.3%）、山林

が 58.53km2（約 22.2%）を占めています。 
 

地目別面積【平成 15 年】                  （単位：新市 km2、構成比 %） 
 総面積 宅地 田 畑 池沼 山林 原野 雑種地 その他 

新 市 263.66 44.92 22.43 26.03 0.04 58.53 2.90 8.91 99.90 
構成比 100.0 17.0 8.5 9.8 0.1 22.2 1.1 3.4 37.9 

資料：総面積 国土交通省国土地理院、地目別 各地域固定資産関係資料 

 
※高崎地域、倉渕地域、群馬地域、新町地域       それぞれ合併前の高崎市、倉渕村、群馬町、新町を指します。 
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３．人口 

（１）人口と世帯 

    平成１６年４月現在の新市の人口合計は、296,594 人です。これは、平成７年の

国勢調査の新市人口合計 290,154 人と比べ、6,440 人（約 2.2%）の増加となってお

り、また、平成１２年の国勢調査と比べても、3,997 人（約 1.4%）増加しています。 
    世帯数は平成１６年４月現在、115,543 世帯で、平成７年と比べ 13,197 世帯増え

ており、人口増加や核家族化に伴う世帯数の増加が見られます。 
   

新市の人口と世帯数【平成 16 年 4 月】         （単位：人口 人、世帯数 世帯） 

 新市 
高崎 
地域 

倉渕 
地域 

群馬 
地域 

新町 
地域 

人口 296,594 243,085 4,801 36,299 12,409 
世帯数 115,543 96,454 1,523 12,673 4,893 

資料：各地域常住人口 

 

新市の人口と世帯数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（平成１６年は各地域常住人口） 

 

 

（２）年齢別人口 

年齢階層別人口を見ると、平成１６年４月現在の年少人口（0～14 歳）の割合は

14.7%で、平成７年の国勢調査の年少人口16.1%に比べ1.4ポイント減少しています。

また、生産年齢人口（15～64 歳）についても、69.7%から 3.0 ポイント減少し 66.7%

となっています。その一方で老年人口（65 歳～）は、14.2%から 4.4 ポイント増加

し 18.6%となっており、少子高齢化の進行がはっきりとうかがわれます。 
 

新市の年齢別人口【平成 16 年 4 月】                   （単位：人） 

 新市 
高崎 
地域 

倉渕 
地域 

群馬 
地域 

新町 
地域 

年少人口 43,643 35,703 523 5,720 1,697 
生産人口 197,922 162,405 2,784 24,774 7,959 
老年人口 55,029 44,977 1,494 5,805 2,753 

資料：各地域常住人口 
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資料：各地域常住人口 

新市の年齢階層別人口割合の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（平成１６年は各地域常住人口） 

 

（３）就業人口 

    平成１２年現在の就業人口は、新市で 146,405 人です。内訳は、第１次産業（農

業、林業等）が 3.0%、第２次産業（建設業、製造業等）が 30.3%、第３次産業（運

輸業、小売業、金融業、サービス業等）が 66.2%となっています。地域別の特徴と

しては、倉渕地域では、他の地域に比べ第１次産業の比率が高く、その他の地域で

は第３次産業の比率が高くなっています。 
    推移を見ると、第１次、第２次産業では、近年の農工業離れの影響による従事者

数の低下が見られます。その一方で第３次産業は、職種の多様化や第１次、第２次

産業からの移行等により、増加の傾向にあります。就業人口全体では、昨今の経済

情勢の影響を受け、平成７年から減少しています。 
 

就業人口と構成比【平成 12 年】                （単位：上段 人、下段 %） 

 新市 
高崎 
地域 

倉渕 
地域 

群馬 
地域 

新町 
地域 

4,357 2,671 659 935 92 第１次 

産業 3.0 2.2 25.2 5.2 1.5 
44,391 35,479 871 5,934 2,107 第２次 

産業 30.3 29.7 33.3 32.9 34.4 
96,861 80,772 1,081 11,085 3,923 第３次 

産業 66.2 67.5 41.4 61.5 64.0 
分類不能 796 714 3 72 7 
計 146,405 119,636 2,614 18,026 6,129 

資料：国勢調査 
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資料：国勢調査 

 

新市の産業別人口割合の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

新市の産業別構成比の推移 
 

 

 

 

 

 
 

（分類不能産業を除く） 

 

 

 
資料：国勢調査 
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  年間商品販売額（卸売業・小売業）は、平成１４年現在、新市合計で約 14,170 億円と

なっており、県全体の約 26.4%を占めています。平成６年の販売額を 1.0 とした推移を

見ると、平成１４年は 0.80 であり、昨今の厳しい経済情勢を反映した結果となっていま

す。 

  製造品出荷額は、平成１４年現在、新市合計で約 6,543 億円となっており、県全体の

約9.1%を占めています。平成６年の出荷額を1.0とした推移を見ると、平成１４年は0.66

であり、商業以上に経済停滞の影響を受け、工業生産力低下の傾向が見られます。 

  農業産出額は、平成１４年現在、新市合計で約 83 億円となっており、県全体の約 3.7%

を占めています。平成６年の産出額を 1.0 とした推移では、平成１４年は 0.66 となって

います。経済情勢だけでなく、農業従事者の高齢化や担い手不足等も大きく影響してい

るものと思われます。 

 

新市の産業【平成 14 年】                       （単位：百万円） 

 新市 
高崎 
地域 

倉渕 
地域 

群馬 
地域 

新町 
地域 

年間商品 

販売額 
1,417,007 1,341,619 1,946 62,342 11,100 

製造品 

出荷額等 
654,296 553,926 4,681 57,438 38,251 

農業 

産出額 
8,310 4,290 2,050 1,910 60 

 
 
 

資料：年間商品販売額 県商業統計調査 

製造品出荷額等 県工業統計調査 

農業産出額 農林水産省生産農業所得統計 

 

 

 

 

県全体における新市が占める割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：年間商品販売額 県商業統計調査 

製造品出荷額等 県工業統計調査 
農業産出額 農林水産省生産農業所得統計 

 群馬県 

年間商品 

販売額 
5,362,437 

製造品 

出荷額等 
7,229,166 

農業 

産出額 
226,830 
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0.80

0.98

0.93

平成６年を1.0とした

伸び率

0.76

0.66

0.89

1.00

0.72 0.66

0.85

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

平成６年 平成９年 平成１１年 平成１４年

年間商品販売額

製造品出荷額

農業産出額

高崎市

倉渕村

群馬町

新町

 

地域別割合【平成 14 年】 

 

年間商品販売額        製造品出荷額等         農業産出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市の産業の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：年間商品販売額 県商業統計調査 

製造品出荷額等 県工業統計調査 
農業産出額 農林水産省生産農業所得統計 

94.7% 

0.1% 

4.4% 

84.7%

0.7%

8.8%
5.8%

51.6% 

24.7% 

23.0% 

0.8% 0.7% 
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283,122289,876292,909292,597

112,522113,181111,999108,492

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

人口（人）

世帯数（世帯）

15.2 14.8 14.3 13.4

68.0 66.0 63.5
60.6

16.8 19.2 22.2 26.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

老年人口割合 (%)

生産人口割合 (%)

年少人口割合 (%)

第３章 人口の見通し 

 

１．人口と世帯数の推計 

  コーホート要因法※による新市の人口推計は、平成１７年までの約 293,000 人をピー

クに、その後ゆるやかに減少し、本計画の最終年度である平成２７年には、約 283,000

人になると推測されます。 
  世帯数は、平成１７年からの人口減少の影響を受けつつも世帯人員の減少により、平

成２２年頃までは増加することが予想されます。そして、平成１７年から平成２７年ま

での１０年間は、概ね 111,000 世帯から 114,000 世帯の間で推移すると見込まれます。 
  年齢階層別の人口推計は、年少人口（0～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が

減少し、平成２７年には、それぞれ 13.4%、60.6%になることが予想されます。その一方

で、平成２７年の老年人口（65 歳～）の割合は、26.0%と大きく増加し、高齢化が一層

進行すると推測されます。 
 

新市の将来人口と世帯数の推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢階層別人口割合の推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※コーホート要因法   人口を男女年齢別に区分し、生残率や年齢別出生率などを使用して行う人口推計の手法。 
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２．目標人口 

新市においては、新産業の創出や積極的な企業誘致、都市基盤整備による業務拠点機

能の強化、地域資源を生かした農林業や観光産業の育成等に努めるとともに、医療・福

祉制度の充実や快適な生活環境の整備など、魅力あるまちづくりを進めることにより流

入人口及び定住人口の増加を目指しています。 

また、良好な住宅団地の整備や宅地の供給を行い、定住人口の増加を目指しています。 

  新市の人口推計に当たっては、本計画の円滑な遂行に伴う社会的要因等を考慮し、平

成２７年における目標人口を 305,000 人とします。 
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第４章 新市建設の基本方針 

１．新市の将来像 

  新市は、約 264km2の広大な面積を有する人口３０万人以上の中核市となり、市民生活

に密着した業務の権限が、国や県から移譲されることになります。 

新市のまちづくりに当たっては、こうしたメリットを最大限活用し、市民と行政のパ

ートナーシップの下、これまで以上に市民の目線に立ったまちづくりやスピーディーな

行政運営に努めるとともに、地域の個性を尊重しつつ地域の一体性を高める施策を積極

的に進めます。 

また、各地域が育んできた歴史や教育文化、産業、行政システムなどのさまざまな特

性を合わせることによって、総合的な都市の活力を高めていきます。 

  そして、分権時代にふさわしい市民主体の地域自治を構築し、子どもからお年寄りま

ですべての市民が元気に活動する魅力のあるまちを目指します。 

 
 
 
 
 

  この目標を支える基本的な方向性として、５つの項目を掲げます。 

 

□ 東京と日本海を結ぶ交流拠点都市 

     新市は、新幹線、高速自動車道、国道等が集中する、全国でも有数の交通の拠

点性を有しています。現在整備が進められている北関東自動車道も平成 22 年度ま

でには全線開通の予定であり、交通の要衝としての条件がますます高まることが

期待されています。 

この優位性を最大限に活用し、東京・太平洋と日本海の結節点として、また、

北関東･上信越の拠点都市としての機能と役割を担う交流拠点都市を目指します。 

 

□ 日本一の住みやすい生活安全都市 

子どもからお年寄りまで、全ての市民が快適に安心して暮らせるように、医療

や福祉、教育や文化、生活環境や都市基盤の各分野にわたり、バランスのとれた

施策を推進するとともに、自然災害や犯罪等から生命や財産を守るため、地震・

風水害に対する基盤整備や消防救急等の安全対策、防犯対策を充実します。 

また、行政手続きや各種施設等の利用予約などを自宅や事務所からいつでもで

きるよう電子自治体化を推進し、市民生活の利便性の向上に努め、日本一住みや

すい生活安全都市を目指します。 

 

□ 人々が集い楽しむ芸術文化都市 

     新市には歴史的に貴重な史跡が数多く残っているとともに、地域が育んできた

文化、伝統行事も盛んに行なわれています。 

地域独自の文化を継承・発展させるとともに、新市にふさわしい市民の一体感

を醸成する市民文化活動を展開し、人々が集い楽しむ芸術文化都市を目指します。 

 

□ 自然と共生する環境保全都市 

     地球温暖化、オゾン層破壊、砂漠乾燥化の進行等、地球規模で環境の悪化が進

む中、自然環境に対する意識改革が求められています。 

やすらぎをもたらし、ゆとりを与えてくれる水、緑等の保全に努めるとともに、     

市民がふれあうことのできる自然環境を充実させ、自然と共生する環境保全都市

を目指します。 

人が元気・人が輝く、自然と歴史と文化が調和する交流拠点都市 たかさき
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⑥ 社会保障の充実

④ 障害者福祉の充実

⑤ 児童福祉の充実

② 地域福祉の推進

③ 高齢者福祉の充実

元気で安心して暮らせるまち ① 保健医療の充実

個性と豊かな心を育むまち ① 生涯学習の充実

② 社会教育の充実

③ 学校教育の充実

⑥ 生涯スポーツの推進

④ 青少年の健全育成

⑤ 市民文化の推進

□ 地方主権と市民自治が確立された都市 
社会の成熟化にともない、行政に対する市民ニーズの多様化・高度化や住民の

参加意識の高揚が進み、地域自ら考え、行動する、地方分権型の行政システムへ

の移行が着実に進展しています。 
そして、国からの権限移譲は、将来さらに拡大することが予想され、自治体は

これまで以上に自主自立によるまちづくりを展開することが求められます。 
情報公開を進め行政情報を市民と共有することにより、市民やＮＰＯ・企業と

の連携による市民主体のまちづくりを積極的に進め、地方主権と市民自治が確立

された都市を目指します。 
 

 

２．将来像実現のための基本方針及び施策の体系 

  新市の将来像を実現するため、６つの基本方針を柱として、体系ごとに施策を展開し

計画的なまちづくりを進めます。 

 
（１）健康福祉（元気で安心して暮らせるまち） 

    少子高齢社会が進行する中で、保健・福祉・医療施策や子育て支援策を充実し、

誰もが健康で長寿を喜ぶことができるまちづくり、子どもを産み育てることに夢を

持てるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育文化（個性と豊かな心を育むまち） 

    市民一人ひとりの多様なライフスタイルに対応し、多くの選択肢が保障され生き

がいを持って暮らすことのできる、感性あふれる文化的なまちづくりを進めるとと

もに、地域の歴史や文化の伝承に努め、郷土意識の高揚や新しい文化活動の芽を育

みます。 

    また、子ども達が心身ともに健全でゆとりある学校生活をおくれるよう教育環境

を充実します。 
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快適で安全なまち ① 循環型社会の創造

② 生活環境の向上

③ 緑豊かな快適空間の創出

⑥ 交通安全の充実

④ 地域防災の強化

⑤ 消費者保護の推進

にぎわい活力あふれるまち ① 商業の振興

② 観光の振興

③ 工業の振興

④ 農業の振興

⑤ 林業の振興

⑥ 流通機能の充実

⑦ 就労の促進

（３）環境安全（快適で安全なまち） 

自然環境と共生するという視点に立ち、まちづくりや生活様式に工夫を重ね循環

型社会を目指すとともに、緑豊かな空間の整備や地域防災の強化など、安心・安全・

快適なまちづくりを進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）産業流通（にぎわい活力あふれるまち） 

    交流拠点性をさらに高め、その基盤整備を進め、蓄積してきた産業技術や情報、

人材、観光資源、都市の魅力を活用するとともに、新たな産業創出や起業を支援す

るなど、活力ある地域経済の実現を目指します。 
    農林業では、農地や森林の持つ環境保全・水資源涵養などの多面的機能の維持に

努めとともに、農業基盤や生産体制の整備、農畜産物のブランド化、農業公社機能

の充実、都市住民との交流による販路の拡大等を図り、生産性や収益性の向上を目

指します。 
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⑨ 雨水対策の推進

⑦ 都市景観の形成

⑧ 上下水道の整備

⑤ 市街地及び業務拠点機能の整備

⑥ 良好な住環境の創出

③ 人にやさしい道づくり

④ 公共交通体系の確立

機能的で調和のとれたまち ① 適正な土地利用の推進

② 円滑な交通網の確立

市民と築く明るいまち ① 市民参加の促進

② 市民主体のまちづくり

③ 人権尊重社会の創造

④ 男女共同参画社会の実現

⑤ 国際化の推進

⑥ 高度情報化への対応

⑦ 広域行政の推進

⑧ 行政改革の推進

⑨ 市民サービスの向上

⑩ 信頼される市政の推進

⑪ 健全財政の維持

（５）都市基盤（機能的で調和のとれたまち） 

    豊かな市民生活を築くための都市基盤整備は、まちづくりの基礎として重要であ

り、公共交通体系の確立や良好な住環境の整備など、子どもからお年寄りまで市民

にやさしい都市環境づくりを進め、快適で利便性の高い安全なまちづくりを進めま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）自治運営（市民と築く明るいまち） 

     交流拠点性、開放性、国際性などを生かした個性豊かな地域社会の創造を目指し
て、地方分権による自己決定・自己責任の下に行財政改革を推進し、地域や市民の

主体性を大切にしたまちづくりを進めます。 
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３．市民と行政の協働による市政の運営 

地方分権時代を迎えた今、少子高齢化や環境問題などの地域が抱える様々な課題に対

して、地域自らが主体的に対応していかなければなりません。 
  新市の市政運営に当たっては、市民ニーズを的確に捉え無駄のない効率的な施策を展

開するための新たな仕組みづくりが必要であり、市民の主体的な参加と協力を得た、市

民と行政のパートナーシップによるまちづくりを進めていくためのシステムを構築しま

す。 
 
（１）地域自治の確立 

    市町村合併や地域自治の強化を推進するため、地方自治法等の改正が行われるな

ど、地域自治の仕組みが大きく変わろうとしています。 
    これまでは、自治体が市域全域の方針等を一元的に決定してきましたが、これか

らは、地域の適正な役割と権限の下、地域の自主性を尊重したまちづくりへとその

意思決定の仕組みが変わりつつあります。 
    新市の建設に当たっては、こうした動きに敏感に対応しながら、新市にふさわし

い地域自治を確立し、地域の特性や資源を最大限に活用するとともに、地域住民の

意思や自主性を尊重したまちづくりを積極的に進めます。 
 
（２）市民自治の確立 

    市民主体のまちづくり、市民の目線に立ったまちづくりを目指して、「自治基本条

例」や「まちづくり条例」等を制定する自治体が増えつつあります。 
    これらの条例は、市民参加、情報公開、協働参画、行政手続、住民投票などの市

民自治の視点から、必要とされる政策や諸制度を体系化し明確にすることにより、

市民自治の根拠とするとともに、市民の市政への参加を容易にするためのものです。 
    新市の建設に当たっては、住民福祉の向上や地域の一体性の確立、均衡ある発展

を目指していくことが求められており、そのためには、市民と行政の協働による取

り組みが不可欠です。 
新市誕生に合わせ、全地域住民の参加の下に、自治基本条例の制定に着手し、新

たな市民自治の仕組みづくりを目指します。 
 
 

４．新市の土地利用 

（１）土地利用の現状 

    高崎地域、倉渕地域、群馬地域、新町地域での土地利用の状況は、地域の社会的・

経済的状況や地域的特性、地理的条件等に適した運用が行なわれており、都市計画

区域の指定の有無や「市街化区域」・「市街化調整区域」の区域区分の指定の状況等

が異なっています。 

    このため、合併に当たっては、こうした土地利用規制の違いについて調整を図る

とともに、それぞれの地域に適したまちづくりを推進するため地域の個性や資源等

を生かした土地利用のあり方を検討する必要があります。 

 

土地利用状況【平成 16 年 4 月】 

 
高崎 
地域 

倉渕 
地域 

群馬 
地域 

新町 
地域 

都市計画区域 有 無 有 有 
市街化区域・市街化調整区域

の区域区分 
有 無 有 有 
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（２）土地利用の方向 

    新市の一体的かつ均衡ある発展を推進するためには、土地利用の速やかな調整が

必要と思われますが、地域の個性や資源を生かした整備や保全の継続性を確保する

ため、当面は土地利用規制の急激な変化を避け、各地域の土地利用体系を引き継ぐ

ものとします。 

 

５．飛び地への対応 

合併後の新市においては、倉渕地域及び新町地域は飛び地になりますが、新市の中に

おけるさまざまな市民活動や市民同士の交流、市民へのサービス提供が円滑に行われる

よう、飛び地となる地域の支所機能の充実や公共バスによる交通の確保をはじめ、市民

同士の交流機会を増やすなど、新市の一体感の醸成と均衡ある発展を目指します。 

 

６．ネットワークの形成 

市域全体における多様な市民交流や行政サービスの均一化、統一的な安全対策等を確

立することにより、新市の一体性を醸成するとともに地域の均衡ある発展を目指します。 
 
（１）市民の一体感の醸成 

４市町村が合併し広大な面積になる新市において、早期に市民の一体感を醸成す

る必要があります。 

このため、全地域住民の共同によるイベントの開催や、地域イベントへの相互参

加等による交流を図るとともに、各種の市民団体の交流や統一的な活動の実施を推

進するなど、新市としての一体性を高めます。 

さらに、総合計画をはじめとする各種計画の策定や審議会委員への就任等、より

多くの市民が新市の行政運営に参加することのできる市民参加の指針を定め、全地

域の市民が一体となったまちづくりを推進します。 

 

（２）公共施設のネットワーク化 

新市には、教育文化施設、福祉施設、歴史遺産等をはじめとする多くの公共施設

があり、多様な活動が行なわれているとともに、今後も施設整備が計画されていま

す。 
これらの施設においては、それぞれの目的に沿った運営を行うとともに、施設間

のネットワーク化による特色ある活動を行い、効果的･効率的な施設運営及び多様な

市民ニーズへの対応に努めます。 
本庁舎と各地域の支所とのネットワーク化に当たっては、地域住民の利便性の向

上と各種サービスの向上に配慮した情報通信システムや運営体制の整備を行います。 
 

（３）交通体系の整備 

国や県との連携の下、地域を結ぶ幹線道路の整備を推進し、交通網の有機的なネ

ットワーク化を図り、市民活動や産業活動、生産活動等の一体性を高めます。 
 
（４）公共交通機能の整備 

市内循環バスや乗合バス、乗合タクシー等の路線を見直し、すべての関係市町村

を結ぶ路線の新設や拡充を図るなど、全地域の市民に利便性の高い公共交通網を整

備し、新市における市民の交流機能を高めます。 
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（５）電子自治体及び地域情報化の推進 

新市の情報化推進に当たっては、公共施設や教育施設のネットワーク化及び行政

手続の電子化等、住民サービスの質の向上と行政運営の効率化・簡素化を前提とし

た新たな高度情報化推進計画を策定し、効果的･効率的に電子自治体や地域情報化を

進めます。 
 

（６）学校施設の計画的な整備と児童・生徒の交流促進 

新市には６２の小中学校がありますが、早急な改造・改築が必要な施設も多い状

況です。健全な財政運営に配慮しつつ児童生徒の教育環境の向上と健全育成を図る

ため、校舎・体育館等の計画的な整備を推進します。 

また、新市の将来を担う児童・生徒の新市の各地域への理解を深めるため、それ

ぞれの地域の魅力や特性を活用した交流活動を推進します。 
 
（７）大学のネットワーク化 

新市には現在、高崎経済大学をはじめ５つの大学があり、多様な高等教育を提供

しています。また、今後、開設が予定されている大学もあります。 
新市においては、これらの大学同士の連携及び大学と産業、行政との連携を促進

するとともに、大学で学ぶ多くの学生の行動力をまちづくりに活用するなど、大学

の持つ人材、研究活動、設備、学生活動等の様々な資源を新市の活力の向上に生か

していきます。 
 

（８）地域防災体制の整備 

各種災害時において、広範囲な新市の地域内で正確かつ迅速な情報交換が行える

よう、統一的な地域防災行政無線を整備します。 
    また、地域の自主防災組織や災害ボランティアの育成とともに、市民と行政や防

災関係機関との連携を強化するなど、新市全体の防災体制を強化し市民の安全確保

を図ります。 
 

（９）消防・救急業務の機能強化 

新市面積 263.66km2 に暮らす市民の生命と財産、さらには豊かな山々などを災害

から守るため、消防・救急業務の機能強化を図ります。 

特に、現在、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合で実施している新町地域の消防・

救急業務については、合併後速やかに新高崎市として一体的な整備を進めます。 

 

（１０）自衛隊施設周辺地域への対応 

新町地域等、自衛隊施設の周辺地域においては、住民の安全性の確保と生活環境

の保全が課題となっているため、国と連携しながら各地域において、住民生活の安

定等を図るための各種事業を推進します。 

 

（１１）地域振興のための基金造成 

新市における地域住民の連携強化や、各地域単位の文化活動やコミュニティー活

動を振興するため、地域振興基金を創設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 18 - 

７．地域別整備の方針 

住民福祉の向上を図るとともに、地域の特性を生かしたまちづくりを目指し、地域別

の整備方針の下に各種公共施設整備事業等を推進します。 

 

（１）高崎地域（都市拠点ゾーン） 

    高崎地域は、全国でも有数の交通拠点性を有しており、古くから北関東随一の商

業地域として栄え、発展してきました。 
現在は政治、経済、教育、文化などの総合的な都市機能が集積した地域であり、

今後とも、人、もの、情報、文化などの活発な交流の場として、中心的機能を担い

続けることが重要です。 
新市においては、より一層交流拠点性を意識し、諸機能の積極的な集積を進め、

中核市の拠点にふさわしい広域的中心性を有する地域としての整備を推進します。 
【重点事業】 
○医療保健センター建設事業（前期） 
保健センター・準夜診療所・地域医療センター・歯科医療センター・保健所等の

機能を併せ持った地域の保健医療の拠点施設を建設し、市民の健康と生命を守り

ます。 
○地域医療支援センター整備事業（前期） 
  国と協力して独立行政法人国立病院機構高崎病院の建替整備を進め、365日 24時
間いつでも受診・入院できる小児救急医療体制を整備します。 

○図書館建設事業（前期～後期） 
老朽化した現在の図書館に代わる施設として、規模・機能・交通アクセス等、利

用者の利便性を考慮した新図書館を整備します。 
○芸術・コンサートホール建設事業（後期） 
老朽化した現在の音楽センターに代わる施設として、多様な芸術文化活動に対応

できる機能を備えた芸術・コンサートホールを整備します。 
○東南部運動公園整備構想の推進（前期～後期） 
多様なスポーツ施設を備えた総合運動公園の整備構想を推進します。 

○斎場建設事業（後期） 
合併に伴う人口の増加等に対応するため、新斎場を建設します。 

      ○都市拠点の整備及び業務機能の強化（前期～後期） 
高崎駅周辺の区画整理事業や道路整備事業を推進し、中核市の玄関口にふさわし

い街並みと機能を整備するとともに業務機能の強化を図ります。 
また、高崎操車場跡地周辺及び問屋町駅周辺は、複合機能が集積した都市拠点と

して位置付け、新産業の創出や企業誘致を可能とするビジネスパークの整備を進

めます。 
  ○道路整備事業（前期～後期） 
    交通渋滞を緩和し円滑な交通を確保するため、高前幹線街路事業や問屋町駅前周

辺道路整備事業等を推進します。 
○下水道整備事業（前期～後期） 

    快適な居住環境の確保と河川の水質保全を図るため、下水道施設の整備を推進し

ます。 
○《県事業》県立西毛中核病院構想の推進（前期～後期） 
  西毛地域の地域医療や救急医療を確保するため、高度医療技術や特殊機能を有す

る総合的な中核病院構想の推進を要望します。 
○《国事業》国道 17号高松立体整備事業 

    国道 17号和田橋交差点の慢性的な交通渋滞を緩和するため、国に対して、高松立
体整備の早期完成を要望します。 

 



 - 19 - 

（２）倉渕地域（自然共生ゾーン） 

    倉渕地域は、烏川源流の清らかな水、角落山をはじめとする緑深い山々など、豊

かな自然環境と美しい景観を持ち、倉渕地域を訪れる人々や住民の生活に潤いや安

らぎを与えています。 

現在は、少子高齢化が進んでいる状況ですが、これらの恵まれた自然環境・景観

を保全しつつ、豊かな自然とふれあう機会をつくり、子どもからお年寄りまではつ

らつと過ごせる、魅力にあふれた環境づくりを推進します。 

【重点事業】 
○介護老人福祉施設整備事業（前期） 

        特別養護老人ホーム、短期入所サービス、デイサービス等の機能を持った介護老

人福祉施設の整備を推進し、地域福祉行政サービスの向上を図ります。 
○高齢者生活支援住宅整備事業（前期） 

        一人暮らし等の高齢者が、互いに支えあい自立した生活をおくれるように、高齢

者向け共同住宅等を整備します。 
○小学校の統廃合整備事業（前期） 

        現在３校ある小学校について、地域の状況を踏まえ、統廃合を含めた対策を実施

します。 
○合併浄化槽整備事業（前期～後期） 
  清流のある快適な居住環境を維持するため、合併処理浄化槽の普及を促進します。 
○小栗の里整備事業（前期～後期） 
  倉渕地域の貴重な歴史遺産である小栗上野介ゆかりの史跡等の整備を進める中で、

地域文化の拠点となる施設を整備します。情報発信基地となる資料館や、集客力

を高めるための美術品展示施設や道の駅の機能を持った施設も併せて整備を進め

ます。 
○農林業生産振興事業（前期～後期） 
  農業の生産性を高めるためビニールハウス等の生産基盤の充実を図るとともに、

農地の多面的機能を確保する観点から、国や県と連携し耕作条件の悪い中山間地

域の生産活動を支援します。また、清らかな水を育む地域として、特に水源涵養

機能を持つ山林の育成整備を実施します。 
○住宅供給事業（前期） 
  倉渕地域の世帯分離者やＵ・Ｉ・Ｊターン者のために、居住希望者のニーズあっ

た住宅供給対策を実施します。 
○道路整備事業（前期～後期） 
  産業の振興、通勤・通学条件の改善のために、幹線道路網の整備を県に要望する

とともに、安全で快適な生活道と効率的な農道･林道の整備を推進します。 
○大規模開発跡地整備構想の推進（前期～後期） 
  開発造成段階で中断されたゴルフ場造成跡地については、環境の保全と有効活用

を図るため、市民と行政の連携により、豊かな自然環境を生かした整備を推進し

ます。 
○烏川橋改修（石津・本丸線）事業（前期） 
烏川に架かる国道４０６号への接続橋で、県道を結ぶ地域の重要な路線にあり、

また通学路であるため、安全で快適な生活道路として整備を推進します。 
○《県事業》国道４０６号道路改良事業 

        地域の基幹道路である国道４０６号の役割を充実するため、安全な交通に支障が

ある未改良地区の整備を要望します。 
      ○《県事業》主要地方道渋川松井田線道路改良事業 
        通勤、通学道路として重要である幹線道路として、主要地方道渋川松井田線の整

備を要望します。 
○《県事業》ふるさと農道緊急整備事業 

        榛名南麓地域の活性化や広域観光の促進のため、広域農道の早期整備を要望しま

す。 
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 （３）群馬地域(歴史文化ゾーン) 

    群馬地域は、保渡田古墳群や三ツ寺Ⅰ遺跡、上野国分寺跡などの存在が示すよう

に、古代には上毛野の中心に位置していました。また、近代の歌壇と詩壇に不朽の

足跡をしるす土屋文明、山村暮鳥を輩出しています。近年は、都市の近郊農村地か

ら近郊住宅地へと都市化が進み、著しい人口増加がみられる地域です。 

今後とも、貴重な歴史、文化資源を生かしつつ、都市化の進展に対応した環境整

備を積極的に推進します。 

【重点事業】 
○堤ヶ岡小学校大規模化対策事業（前期） 
  堤ヶ岡小学校地区の年少人口の急増に対応した小学校の大規模化対策を早急に実

施します。 
○生涯学習センター（仮称）建設事業（前期） 

        市民の学習活動や文化活動を支援するため、学習施設やホール等の機能を持ち、

多目的な活用ができる生涯学習施設を整備します。 
○野球場建設事業（前期） 
  現在の仮設野球場に代わる新しい野球場を整備します。 
○北谷遺跡整備事業（前期～後期） 
  5 世紀末の豪族の大規模居館跡である北谷遺跡の整備を推進し、歴史遺産の活用
を図ります。 

○北部公園整備事業（前期～後期） 
  群馬地区の北部のなだらかな丘陵地帯に、立地条件を生かした眺望の素晴らしさ

を実感できる公園を整備します。 
○三ツ寺公園整備事業（前期） 
  親水エリアをメインとした 1期整備に引き続き、隣接する北側地区を 2期分とし
て整備し、一日ゆったりと憩える総合公園の完成を目指します。 

○土地区画整理事業（前期～後期） 
  菅谷高畑土地区画整理事業や中央第二土地整理事業を推進し、良質な住宅地の供

給と安全で快適な居住環境の整備を図ります。 
○道路整備事業（前期～後期） 
  交通渋滞を緩和し円滑な交通を確保するため、菅谷南線道路整備事業や菅谷引間

線道路整備事業を推進します。 
○下水道整備事業（前期～後期） 
  快適な居住環境を確保するため、下水道認可区域や合併浄化槽整備区域等を適正

に区分し、効果的･効率的な下水道施設整備を推進します。 
○《県事業》史跡上野国分寺跡整備事業 
  県下唯一の国分寺遺跡であり、西毛広域幹線道からの進入路である「天平の道」

の早期完成及び南大門等の復元についての検討継続を要望します。 
○《県事業》主要地方道前橋箕郷線（北原地区）改良事業 
都市計画道３･３･５号線となる路線における自動車等の円滑な通行と歩行者の安

全を両立するため、歩道の整備を要望します。 
 
 （４）新町地域（生活都市ゾーン） 

    新町地域は、群馬県の南玄関口として、中山道を通じて古くから首都圏との結び

つきが強く、さらには自衛隊やカネボウなど、全国から人の出入りが頻繁に行われ

発展してきました。 

    現在は、公共施設の整備状況や公共下水道の普及率に代表されるように、都市的

住宅地としての整備が高い地域となっている一方、鉄道や国道で地域が南北に分断

されている地域でもあります。 

こうしたことから、都市計画の見直しを行い、土地の高度利用、駅前通り線等の

整備を進め、「駅を中心とした質の高い文化都市」としての整備を推進します。 
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【重点事業】 
○福祉作業所建設事業（前期） 

        障害者と地域住民との交流促進や障害者の生活支援対策の充実を図るため、福祉

作業所を整備します。 
○図書館・公民館改築事業（前期） 

        老朽化した現在の図書館・公民館を建替え、住民の学習活動拠点として整備しま

す。 
○児童館・学童保育施設整備事業（前期） 

        地域における子育て支援の拠点として、児童館や学童保育施設を整備します。 
○住民体育館改築事業（後期） 

        老朽化した現在の体育館に代わる新しい住民体育館を整備し、生涯にわたってス

ポーツを楽しむことのできる環境づくりを推進します。 
○新町第１０区町営住宅建替事業（前期） 
快適な住環境を整備するため、老朽化した公営住宅を建替えます。 

○庁舎建替事業（前期） 
        飛び地という立地条件に配慮し、地域住民に対して適切な行政サービスを提供で

きるよう、現在の本庁舎を建替え、効果的な機能を有する支所として整備します。 
○駅周辺基盤整備事業（前期～後期） 
駅前第二土地区画整理事業や駅前通り線等の整備を進め、新町駅を中心としたま

ちづくりを推進します。 
○県有地有効活用の推進（前期～後期） 
新市における均衡ある発展と自立した都市づくりを推進するため、県有地（カネ

ボウ跡地）の利活用について、県への提言を進めてまいります。 
○《県事業》ＪＲ東日本高崎線新町駅付近連続立体交差化構想の推進（前期～後期） 
鉄道による地域分断を解消するため、ＪＲ東日本高崎線新町駅付近連続立体交差

化構想の推進を要望します。 
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第５章 新市の施策 

１．健康福祉（元気で安心して暮らせるまち） 

   ①保健医療の充実 

市民一人ひとりが、生涯にわたり心身ともに健康で生き生きと暮らせるよう、

「自分の健康は自分で守り、自分でつくる」という積極的・自主的な健康づくり

を支援します。また、生活習慣の改善から、病気の予防・早期発見・治療、リハ

ビリテーションまでの一体的な健康管理を推進するため、保健福祉施設の整備を

進めるとともに、地域医療体制の整備を推進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
健康づくりと疾病予防 健康づくり推進事業 

公的病院整備充実推進事業 
医療体制の整備 

救急医療体制整備事業 
保健・医療・福祉サービスの連携 保健福祉施設整備事業 

 
   ②地域福祉の推進 

高齢者や障害者をはじめ、すべての市民が住みなれた地域社会の中で安心して

暮らしていけるよう、共に支え合う地域社会の形成を目指し、地域福祉活動の拠

点である社会福祉協議会の機能の充実を図るとともに、地域におけるボランティ

ア活動を積極的に支援します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
福祉コミュニティーの形成 地域福祉計画策定事業 

社会福祉協議会連携支援事業 
地域福祉拠点機能の充実 

福祉施設整備事業 
 
   ③高齢者福祉の充実 

高齢者が、住み慣れた家庭や地域で豊かで充実した生活が送れるよう、生きが

いと健康づくりを推進するとともに、快適な暮らしを支援する在宅福祉サービス

の充実を図ります。 
また、介護保険制度の円滑な運営とともに、民間事業者とも協力して、保健・

医療・福祉サービスの連携を図り、総合的、効果的な介護サービスの提供を目指

します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
生きがいづくりの推進 長寿会等活動支援事業 
在宅福祉サービスの提供 高齢者自立生活支援事業 
介護保険制度の円滑な運営 高齢者福祉施設整備充実事業 

 

   ④障害者福祉の充実 

     障害者が健康で生きがいを持ち、住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、

保健医療や在宅福祉サービスの充実を図るとともに、社会活動への参加を支援し、

障害のある人もない人も隔たりなく一緒に生活できる社会を目指します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
予防とリハビリテーションの徹底 リハビリテーション充実事業 
在宅福祉サービスの提供 デイサービス等充実事業 
社会参加と自立支援 通所施設・入所施設整備事業 
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   ⑤児童福祉の充実 

次代を担う子どもたちが心身ともに健やかに育つよう、家庭や地域における子

育て支援や、児童の健全な育成支援を積極的に進め、安心して子どもを生み、育

てられる環境づくりを目指します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
保育充実事業 
保育所整備事業 子育て支援体制の整備 
児童館・学童保育施設整備事業 

 

⑥社会保障の充実 

すべての市民が生涯にわたり健康で安定した生活を送れるよう、生活困窮者へ

の支援をはじめ、国民健康保険事業や国民年金事業、各種助成事業の効率的で安

定した運営を図り、社会保障制度の円滑な運用をもって住民福祉の増進に努めま

す。 

【主要事業】 
施策名 事業名 

生活困窮者への支援 生活保護事業 
国保事業等の健全運営 医療費適正化事業 
国民年金事業の充実 無年金者解消促進事業 

 

 

２．教育文化（個性と豊かな心を育むまち） 

   ①生涯学習の充実 

市民が生涯にわたって自ら学び生かすことにより、生きがいとゆとりある生活

をおくることができる社会を目指すため、学習の機会や場を多様に提供し、「いつ

でも、どこでも、だれでも」が、楽しく学べる環境づくりを推進します。 
また、学習成果を活かした市民参加のまちづくりを推進し、生涯現役の豊かな

社会を築きます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
生涯学習施設整備事業 

多様な学習機会の創出 
生涯学習推進事業 

 

   ②社会教育の充実 

市民の多様な学習ニーズに応え、自主的な学習活動を支援するため、学習指導

体制や学習活動内容の充実を図ります。 
また、活動拠点となる社会教育施設の整備充実とともに各施設の連携やネット

ワーク化を進め、より機能的、効率的な運営を目指します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
学習・地域活動の充実 公民館活動充実事業 

図書館建設事業 
社会教育施設の整備 

公民館等整備事業 
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   ③学校教育の充実 

園児・児童・生徒一人ひとりの個性を大切にしながら、創造性や思いやりのあ

る「豊かな心」と、主体性やたくましさをもった「生きる力」を育むため、教育

内容や教育指導の充実を図るとともに、心身ともに健全でゆとりある学校生活を

送ることができるように、教育環境の充実に努めます。 
高校及び大学については、特色のある教育内容の充実と多様な学習機会の提供

により、21世紀を担う人材の育成に努めます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
幼児教育の充実 幼稚園適正配置事業 

学校施設整備事業 
小・中学校教育の充実 

学校規模適正化事業 
高校・大学教育の充実 学校施設整備事業 

 
   ④青少年の健全育成 

次代を担う青少年が、社会の中で元気に明るくのびのびと育つように、様々な

青少年活動を展開するとともに、青少年を取り巻く環境の変化をとらえ、家庭で

の教育支援や、社会環境の健全化を進めます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
社会性の育成 青少年活動促進事業 
家庭教育の啓発 子育て学習講座推進事業 
健全育成環境の整備 ＰＴＡ等組織充実事業 

 
   ⑤市民文化の推進 

市民主体の文化活動を積極的に支援し、質の高い文化が育つ環境を整えるとと

もに芸術や文化活動への参加機会を拡大し、個性豊かな地域文化の振興を推進し

ます。 
また、文化遺産の継承や文化財の活用を図り、歴史と伝統を大切にした人間性

豊かな地域文化を育みます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
市民文化活動支援事業 

芸術・文化の振興 
文化施設整備事業 

文化遺産の整備 文化財等整備活用事業 
 

   ⑥生涯スポーツの推進 

生涯にわたって誰もがスポーツやレクリエーションに親しむことのできる環境

づくりを積極的に進め、スポーツへの参加機会を増やし、健康増進と余暇活動の

充実を図ります。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
スポーツ活動の充実 スポーツ・レクリエーション推進事業 
スポーツ施設の整備 運動公園・スポーツ施設等整備事業 
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３．環境安全（快適で安全なまち） 

   ①循環型社会の創造 

環境負荷の少ない社会への転換を図るため、市民、事業者と行政がそれぞれの

責任と役割分担のもとに、限りある資源やエネルギーの有効利用を図るとともに、

ごみの減量化やリサイクルの推進など廃棄物の適正な処理を行い、循環型社会の

形成を目指します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
推進体制の充実 環境マネジメントシステム推進事業 

資源ごみ分別回収事業 
廃棄物の適正処理 

リサイクル事業 
エネルギーの有効活用 自然エネルギー活用推進事業 

 

   ②生活環境の向上 

安全・快適な都市環境を目指し、継続した環境監視のもとにきれいな空気、きれい

な水を守るとともに、環境意識啓発を推進します。 

【主要事業】 
施策名 事業名 

暮らしの環境の保全 ごみ処理施設整備事業 
意識啓発推進事業 

環境衛生の充実 
斎場整備事業 

 

   ③緑豊かな快適空間の創出 

快適な空間や質の高い環境が保たれ、やすらぎと潤いのある生活が送れるよう、

市民と一体となって豊かな自然環境の保全と新たな緑の創出に努めます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
公園の整備 公園整備事業 
緑化の推進 緑化活動支援事業 

 

   ④地域防災の強化 

市民の生命と財産を守るため、災害発生時に的確な対応のできる防災体制の整

備を推進するとともに、火災をはじめとした各種災害の未然防止に努め、災害に

強いまちづくりを目指します。 
また、消防力の強化とともに、広域消防応援体制や救急救助体制の強化を図り、

被害を最小に留めるよう努力します。警察や地域との連携による犯罪の防止に努

め、治安の安定を図ります。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
防災ネットワーク推進事業 

災害に強いまちづくり 
地域防災行政無線整備事業 

消防活動の充実 消防施設等整備事業 
防犯対策の充実 地域防犯体制充実事業 

 

   ⑤消費者保護の推進 

市民が安全で豊かな消費生活を送れるよう、自己責任と主体性を持った消費者

を育成するとともに、消費者の保護や被害者救済の強化を図ります。 
     また、消費生活センターの運営を充実し、消費者組織との連携や情報交換を図

り、正しい消費情報の提供や悪質商法の防止に努めます。 
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【主要事業】 
施策名 事業名 

消費者の育成 消費者意識啓発事業 
消費生活センターの充実 消費生活相談事業 
適正計量の推進 計量検査施設整備事業 

 
   ⑥交通安全の充実 

人と車が安全に通行できる交通環境の整備や一人ひとりの交通安全意識や交通

マナーの向上を図るとともに、高齢者等の交通弱者の視点に立った事故防止策を

推進します。 
     また、本市は車への依存度が高く交通量も多いので、積極的に交通安全運動を

実施し、市民一人ひとりの交通安全への自覚を醸成します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
交通安全意識の向上 交通安全運動推進事業 
安全な道路交通環境の整備 交通安全施設整備事業 

 
 

４．産業流通（にぎわい活力あふれるまち） 

   ①商業の振興 

各地域の商業活動や商店街の活性化を図るため、商店街の環境整備の促進や公

共交通の充実、文化活動の活性化、商店の経営支援などを一体的に推進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
商業活動の活性化 商店会組織充実事業 
商店街の活性化 商店街環境整備事業 
経営基盤の強化支援 資金融資事業 

 

   ②観光の振興 

歴史的・文化的遺産など個性あふれる観光資源の活用に努めます。また、豊か

な自然や文化・芸術、スポーツ・レクリエーションなどの地域の魅力を生かした

体験型・目的型観光地づくりを推進し、観光情報の発信や周辺観光地との連携を

図りながら、首都圏や周辺各地からの観光客の誘致に努めます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
各種まつり等実施支援事業 

観光資源の活用 
観光関連施設整備事業 

観光情報の発信 観光宣伝事業 
観光産業の育成 地域特産品充実事業 

 

   ③工業の振興 

国際化や情報化に伴う産業の構造変化に対応した、工業基盤の再整備や中小企

業の育成とともに、新規産業の創出・育成を積極的に推進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
工業界の活性化 ＩＳＯ（国際標準化機構）認証取得支援事業 
工業基盤の整備 工業団地再整備事業 
中小企業の育成 資金融資事業 
新規企業の誘致・育成 起業化支援事業 
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   ④農業の振興 

生産性が高く安定した農業経営が行えるよう、農業基盤や生産体制の整備を行

うとともに、特色をもった都市近郊型農業の確立を目指し、意欲ある農業者の確

保や環境保全に配慮した農業の促進に努めます。 
    【主要事業】 

施策名 事業名 
農業経営基盤の強化 農地流動化促進事業 

農業用道水路整備事業 
畜産経営環境整備事業 農業生産基盤の整備 
ほ場整備事業 
地域特産物振興事業 

農業生産の振興 
果樹生産振興事業 
環境保全型農業推進事業 

都市型農業の確立 
農産物販売・流通システム整備事業 

 

   ⑤林業の振興 

林道整備など生産基盤の整備や、林産物の生産振興など林業経営の振興を図る

とともに、森林の持つ多面的機能の発揮・活用に努めます。 
また、森林組合の育成や観光と連携した林産物の振興など、林業運営の効率化・

合理化を図ります。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
林業基盤の整備 林道整備事業 
林業経営の振興 林産物生産体制充実事業 

森林体験機会充実事業 
森林の保全 

森林機能保全事業 
 

   ⑥流通機能の充実 

国際化・情報化に対応した流通基盤の整備や市場機能の適正化に努め、円滑で

効率的な物流システムの構築を図ります。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
流通基盤の整備 卸売業販売促進事業 

 

   ⑦就労の促進 

雇用の安定を図るため、職業能力の開発などの人材養成を図るとともに、労働

環境や勤労者福祉の向上に努めます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
勤労者支援 技能開発センター設置事業 

 

５．都市基盤（機能的で調和のとれたまち） 

   ①適正な土地利用の推進 

計画的な市街地の形成と、良好な住環境や自然環境の保全を図るため、各種関

係法令の適切な運用のもとに、適正な土地利用を推進し、豊かな生活環境と快適

な都市機能を併せ持つ、均衡と調和のとれた都市づくりを目指します。 

【主要事業】 
施策名 事業名 

計画的な土地利用 都市計画規制見直し事業 
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   ②円滑な交通網の確立 

都市基盤の骨格となる主要な道路を軸に機動性のある道路網を構築し、地域の

円滑な道路交通を実現するとともに、歩行者・自転車の安全や環境に配慮し、道

路や橋梁の整備を行います。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
都市計画道路網計画事業 
都市計画道路整備事業 道路網の整備 
道路・橋梁整備事業 

 

   ③人にやさしい道づくり 

歩行者や自転車が安全で快適に通行できるように、歩道の設置や拡幅とともに、

ネットワーク計画に基づいたサイクリングロードの整備を図り、人にやさしい道

づくりを推進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
歩道整備事業 快適な歩道・自転車道の 

ネットワーク サイクリングロード整備事業 
 

   ④公共交通体系の確立 

円滑な地域交通を確保するため、各種交通手段の分担と連携のもとに、バスや

鉄道などの公共交通のネットワークを整備促進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
公共交通網の整備促進 公共バス運行事業 

 

   ⑤市街地及び業務拠点機能の整備 

新市の均衡ある発展を推進するために、中心市街地においては、都市基盤の活

用と土地の高度利用を促進し、にぎわいと活力のあるまちづくりを進めるととも

に、周辺市街地においては、それぞれの地域特性を生かしながら地域の拠点とし

ての整備を進め、安全・快適で機能的な市街地の形成を目指します。 
     高崎操車場跡地においては、核となる活力ある業務機能の誘致を推進するため

の都市基盤整備を推進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
市街地再開発事業 

市街地の整備 
土地区画整理事業 
高崎操車場跡地整備事業 

新都市拠点の整備 
高崎駅・倉賀野駅間新駅設置事業 

 

   ⑥良好な住環境の創出 

市民が、安心して快適に暮らせるよう、多様な住宅の供給を図るとともに、住

宅の質的向上や良好な住環境の整備に努めます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
公営住宅整備事業 

快適な住宅の普及 
住宅団地整備事業 
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   ⑦都市景観の形成 

市民がふるさととして魅力を感じ、愛着と誇りが持てる都市の姿を次世代に引

き継ぐため、自然・歴史・伝統などの地域資源を生かした美しい都市景観を形成

します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
潤いある都市景観の創出 地区景観形成整備事業 

 

   ⑧上下水道の整備 

快適で安心な市民生活を支えるため、水資源の確保と有効利用を進め、安全・

良質で安定した水道水の供給とともに、生活環境の改善や河川の水質保全を図る

ため、下水道の整備、適正管理に努めます。 

【主要事業】 
施策名 事業名 

上水道施設等整備事業 
上水道の安定供給 

簡易水道整備事業 
下水道管渠（汚水）整備事業 

下水道（汚水）の整備 
下水処理施設等整備事業 

 

   ⑨雨水対策の推進 

浸水被害を防ぎ、安全で快適な市民生活を守るため、下水道雨水幹線や河川・

水路を計画的に整備し、総合的な雨水対策を推進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
下水道（雨水）の整備 下水道管渠（雨水）整備事業 

河川整備事業 
河川・用排水路の整備 

用排水路整備事業 
 

 

６．自治運営（市民と築く明るいまち） 

   ①市民参加の促進 

市民と行政とのパートナーシップによるまちづくりを進めるため、行政情報の

提供や市民意向の把握とともに、市民が行政に参加する機会の拡充を図ります。 
     また、ボランティア団体や NPO 法人の活動を支援し、市民の創意と活力をま

ちづくりに活かします。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
広報・広聴の充実 広報・広聴事業 
市民活動の支援 ボランティア活動支援事業 
市民参加機会の充実 市民参加推進計画策定事業 

 

   ②市民主体のまちづくり 

それぞれの地域でふれあいと連帯に支えられたコミュニティーが形成されるよ

う、地域活動や地域振興の支援を行うとともに、市民イベント等の推進役となる

市民や市民団体を支援して、市民主導のまちづくりを目指します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
コミュニティーの形成 地域自治組織充実事業 

 



 - 30 - 

   ③人権尊重社会の創造 

基本的人権を尊重しあい、誰もが市民としての義務を果たすとともに、市民と

しての権利を有し、不当に差別されることなく公平な市民生活が送れるよう、人

権尊重社会の創造を目指し、人権意識の高揚を図ります。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
人権の確立と擁護 人権啓発推進事業 

 

   ④男女共同参画社会の実現 

社会のあらゆる分野において、男女が対等なパートナーとして個性と能力を発

揮できるように、男女平等意識の啓発や共同参画のための環境を整備し、女性の

行政や社会活動への参加を促進するとともに、男性の家庭や地域活動への積極的

な参加を促進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
男女平等の意識づくり 男女平等意識啓発事業 
推進体制の整備 男女共同参画計画推進事業 

 

   ⑤国際化の推進 

国際理解の促進や国際化への対応を図るため、市民の国際的知識や関心を高め、

市民レベルの国際交流を積極的に進めるとともに、外国人にとっても住みやすい、

世界に開かれた都市を目指します。 
     一人でも多くの市民が相互の国を身近に感じ、理解を深める場を提供します。 

【主要事業】 
施策名 事業名 

国際交流の推進 姉妹・友好都市交流事業 
国際化推進体制の確立 在住外国人支援事業 

 

   ⑥高度情報化への対応 

豊かな市民生活の実現と地域社会の活力ある発展を目指した地域情報化を推進

するとともに、行政情報の共有化や事務処理の効率化を目指した庁内情報ネット

ワークを構築し、高度情報化時代に順応できる環境づくりを進めます。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾈｯﾄﾜｰｸの構築 情報通信基盤整備事業 
行政内情報ﾈｯﾄﾜｰｸの構築 行政内情報通信基盤整備事業 

 

   ⑦広域行政の推進 

市民活動や産業・経済活動などの広域化に対応するため、周辺市町村が互いの

個性と特色を生かしながら、広域的共同事業を実施します。 
     また、前橋市や高崎都市圏との連携事業を推進し、利便性やサービスの向上を

図ります。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
高崎都市圏推進事業 

地域連携の強化 
前橋高崎連携事業 

広域市町村圏の充実 広域市町村圏共同処理事業 
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   ⑧行政改革の推進 

地方分権の流れの中で、地方自らの責任と自らの決定をもって、創意と工夫に

よる効率的・機能的な行政運営を行い、個性あふれる地域づくりを推進します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
行政評価システム推進事業 

事務改善の推進 
民間委託推進事業 

職員の活性化 人材育成事業 
 

   ⑨市民サービスの向上 

多様化かつ増大する市民ニーズを的確にとらえ、情報提供や行政手続を迅速・

適切に処理するとともに生活相談や行政相談の充実に努め、市民サービスのいっ

そうの向上を図ります。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
タイムリーな情報提供 ホームページ充実事業 
迅速・適切な行政対応 支所・サービスセンター整備事業 
市民相談の充実 市民相談事業 

 

   ⑩信頼される市政の推進 

市役所には、市民の多様なニーズが集まるとともに、市民一人ひとりの情報も

集まります。市民の権利や個人の情報を大切に取り扱い、市民の信頼のもとに付

託されている業務の適切な推進を目指します。 
また、市政を的確に滞りなく推進するために、行政各部署の緊密な連携のもと

に、様々な行政課題に的確・迅速に対応します。 
【主要事業】 

施策名 事業名 
情報公開事業 

適正な行政執行 
個人情報保護事業 

職員の資質向上 公務員意識啓発事業 
議会事務の円滑な推進 議会活動推進事業 

 

⑪健全財政の維持 

長期的な展望のもとに、積極的に財源を確保して財政基盤を確かなものとする

とともに、事務事業や経費の見直しと適正化を図り、効率的な財政運営を行いま

す。また、財源の重点的・効果的な配分に努め、メリハリのある市民サービスの

提供に努めます。 
     事業ごとに投資と効果のバランスを計り、最小の経費で最大の効果を図ります。 
 



 - 32 - 

第６章 公共的施設の統合整備 

 
  公共的施設については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分に配慮し、新市

全体のバランスや地域性及び効率性、住民の意向、更には財政状況などを踏まえて、統

合することが適当なものについては統合整備を図ります。 
  統合整備については、既存の公共的施設の有効利用や住民の利便性の向上などを総合

的に検討し、住民サービスの向上と効率的な財政運営の両立を目指した検討を行います。 
合併に伴い支所となる倉渕村、群馬町、新町の各役場本庁舎については、住民にとっ

て身近な行政サービスを提供できる施設として、地域住民に配慮した整備を進めます。 
  また、小中学校の整備などについては、地域特性を考慮し、今後の少子高齢化対策と

も関連させて検討するとともに、その他の公共的施設についても、住民生活への影響や

行財政上の効果及び効率性の観点に立ち検討します。 
  新たな公共施設の整備については、事業の効果や効率性について十分検討するととも

に、既存の施設を有効に活用するなど、効率的な整備に努めます。 
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第７章 新市における国・県事業の推進 

 
新市の一体性を確立するとともに、地域の特色を生かしたまちづくりを総合的に推進

するため、国や県に次の事業等の早期推進を要望します。 
 

１．県事業 

【主要事業】                         《  》は地域名 
医療体制の整備 県立西毛中核病院構想の推進《高崎》 
公園の整備 観音山ファミリーパーク整備事業《高崎》 
文化遺産の整備 史跡上野国分寺跡整備事業《群馬》 

ふるさと農道緊急整備事業《倉渕》 
森林環境保全整備事業《倉渕》 
急傾斜地崩壊対策事業《倉渕》 

農林業の振興 

治山事業《倉渕》 
ＪＲ東日本高崎線新町駅付近連続立体交差化構想の推進《新町》 
国道３５４号（都市計画道路高崎駅東口線）整備事業《高崎》 
国道４０６号道路改良事業《倉渕》 
主要地方道寺尾藤岡線（都市計画道路寺尾木部線）整備事業《高崎》 
主要地方道高崎渋川線（都市計画道路中央通り線）整備事業《高崎》 
主要地方道長野原倉渕線道路改良事業《倉渕》 
主要地方道渋川松井田線道路改良事業《倉渕》 
主要地方道前橋箕郷線（北原地区）改良事業《群馬》 
主要地方道前橋安中富岡線交差点改良事業《群馬》 
主要地方道高崎渋川線交差点改良事業《群馬》 

円滑な交通網の確立 

主要地方道藤岡大胡線整備事業《新町》 
市街地の整備 駅周辺基盤整備事業《新町》 

温井川河川改修事業《新町》 河川等の整備 
倉渕ダム建設事業《高崎》《倉渕》 

 

 

２．国事業 

【主要事業】                         《  》は地域名 
医療体制の整備 独立行政法人国立病院機構高崎病院整備事業《高崎》 

国道１７号高松立体整備事業《高崎》 円滑な交通網の確立 
国道１７号バイパス整備事業《新町》 

河川等の整備 相間川魚道改修事業《倉渕》 
 



 - 34 - 

第８章 財政計画 

歳 入                            （単位 百万円） 

 17 見込 18 見込 19 見込 20 見込 21 見込 22 見込 

市税 44,065 43,940 44,466 44,647 44,832 45,017

地方譲与税・交付金等 6,919 7,008 7,091 7,119 7,147 7,177

地方交付税 7,883 8,158 8,100 8,059 7,982 8,316

国県支出金 13,980 14,796 14,520 14,752 14,543 14,534

地方債 10,023 13,943 9,150 10,372 8,936 8,116

繰入金 4,072 1,948 887 695 879 748

その他 20,146 20,270 20,133 20,119 20,098 19,943

合     計 107,088 110,063 104,347 105,763 104,417 103,851

 

 23 見込 24 見込 25 見込 26 見込 27 見込 17～27 計

市税 46,805 46,994 47,186 47,379 47,573 502,904

地方譲与税・交付金等 7,206 7,236 7,265 7,297 7,326 78,791

地方交付税 6,707 6,816 6,960 7,064 7,258 83,303

国県支出金 14,605 14,670 14,982 15,659 16,004 163,045

地方債 7,948 8,537 7,589 15,168 13,207 112,989

繰入金 91 379 1,294 620 168 11,781

その他 19,985 19,991 20,026 20,025 20,010 220,746

合     計 103,347 104,623 105,302 113,212 111,546 1,173,559

 

歳 出                            （単位 百万円） 

 17 見込 18 見込 19 見込 20 見込 21 見込 22 見込 

人件費 18,635 18,901 18,690 18,050 18,239 18,505

扶助費 13,879 14,430 14,844 15,268 15,706 16,162

公債費 10,064 10,231 10,339 10,139 10,338 11,008

普通建設事業費 17,597 16,643 15,216 16,748 14,713 12,754

繰出金 5,782 6,002 6,092 6,083 6,062 6,078

一部事務組合負担金 5,124 5,420 5,254 5,276 5,424 5,550

その他 36,007 38,436 33,912 34,199 33,935 33,794

合     計 107,088 110,063 104,347 105,763 104,417 103,851

財政調整基金等残高 3,776 1,932 1,589 2,061 2,263 2,498

 

 23 見込 24 見込 25 見込 26 見込 27 見込 17～27 計

人件費 17,760 17,723 17,761 17,597 17,341 199,202

扶助費 16,620 17,098 17,589 18,095 18,615 178,306

公債費 11,356 11,989 12,647 12,572 12,525 123,208

普通建設事業費 12,442 12,541 11,779 19,653 17,696 167,782

繰出金 6,107 6,136 6,168 6,180 6,191 66,881

一部事務組合負担金 5,494 5,561 5,777 5,528 5,581 59,989

その他 33,568 33,575 33,581 33,587 33,597 378,191

合     計 103,347 104,623 105,302 113,212 111,546 1,173,559

財政調整基金等残高 2,500 2,263 1,237 809 693 

 

平成１６年度末見込み            （単位 百万円） 

財政調整基金残高 5,025 地方債残高 93,063

減債基金残高 2,761



 - 35 - 

１．基本方針 

新市における財政計画は、歳入歳出の各項目毎に過去の実績、経済情勢、三位一体改

革等による地方の厳しい財政環境等を勘案しつつ、合併後も健全な財政運営を堅持して

いくことを基本としています。 

 

２．基本的事項 

（１）計画期間 

平成１７年度中の合併を勘案し、平成１７年度～平成２７年度までの１１年間と

しています。 

 

（２）スタイル 

・普通会計ベースで作成しています。 

・年度毎に歳入（目的別）、歳出（性質別）として整理しています。 

 

（３）作成手法 

① 歳入歳出の各項目毎に過去の決算数値などから推計基準を設定しています。 

② ①の基準に基づき４市町村それぞれ平成１６年度当初予算をベースとして当

該１１年間の財政計画を作成しています。 

③ それぞれの財政計画を合算したものに合併後の要因を見込んで、新市におけ

る財政計画を作成しています。 

 

３．計画の概要 

歳入は、合併に伴う国・県の財政支援措置を最大限に活用することを前提に推計して

います。市税につきましては、基本的に財務省の試算した資料を参考として推計してい

ます。地方交付税は、合併に伴う支援措置分等を見込んでいますが、基本額は基準年度

を上回らないものとして推計しています。 
歳出は、合併による削減効果を見込むとともに、一定の行政サービス水準の向上や住

民負担の軽減等を勘案し推計を行っています。人件費では、特別職、議員及び一般職の

人数などの削減効果等を見込んでいます。普通建設事業費については、合併効果を高め

る事業を優先的に実施できるよう合併特例債等を活用した事業を中心に計画しています。

また、合併特例債による基金造成についても計画しています。 
新市では合併後の目標人口を３０万人以上として掲げています。これにより中核市へ

移行することになり、新たな財政需要が発生することになりますが、それに伴う財源と

しては地方交付税の増額が見込まれます。今回の財政計画では、中核市移行に伴う新た

な財政需要と地方交付税の増額分が同額であると仮定し、これらを除外した推計として

います。 
今回の財政計画は合併後の１１年間として作成していますが、新規施設整備に伴う公

債費や維持管理費の増加、合併に伴う国・県の財政支援措置の終了などを念頭に置きな

がら、行財政改革の推進や新たな視点での経営手法の導入など、より一層の健全財政運

営に努めていく必要があります。 
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４．個別推計基準等 

（１）歳入 

①地方税 

・現行の制度をベースとして過去の実績を参考として推計しています。 

・財務省の試算した 2004 年度予算案の後年度への影響を基に積算しています。 

・合併により新市の目標人口が３０万人を超えることを見込んでいることから、

合併後５年を経過した後に、事業所税を課税することとして推計しています。

計画上は、同規模の都市を参考として推計しています。 

②地方譲与税 

③利子割交付金 

④配当割交付金 

⑤株式等譲渡所得割交付金 

⑥地方消費税交付金 

⑦ゴルフ場利用税交付金 

⑧自動車取得税交付金 

⑨国有提供施設等所在市町村助成交付金 

⑩地方特例交付金 

・以上は、過去の実績や国の動向等を参考に推計しています。 

・制度上見直し等も考えられますが、現行制度が継続するものとして推計してい

ます。 

⑪地方交付税 

ⅰ）普通交付税 

・国の経済見通しでは、若干の伸びを見込んでおりますが、総額が抑制される

方向にあることから伸びを見込まない推計としています。 

・事業所税の７５％を基準財政収入額に算入し試算しています。 

・合併算定替、合併補正を考慮し試算しています。 

・合併特例債の元利償還金に対する措置分を考慮し試算しています。 

・中核市へ移行することによる増分は、新たな財政需要と同額と考え、計画上

は見込んでいません。 

ⅱ）特別交付税 

・過去の実績等を参考に推計しています。 

・合併の準備として電算システムの統合等に要する経費に対する措置分を考慮

し試算しています。 

・合併に係る包括的措置（財政支援措置）を考慮し試算しています。 

⑫交通安全対策特別交付金 

・過去の実績を参考に推計しています。 

⑬分担金及び負担金 

⑭使用料及び手数料 

・以上は、過去の実績等を参考に推計しています。 

⑮国庫支出金 

・過去の実績や国の動向等を参考に推計しています。 

・合併市町村補助金（財政支援措置）を考慮し試算しています。 

⑯県支出金 

⑰財産収入 

⑱寄附金 

・以上は、過去の実績等を参考に推計しています。 

⑲繰入金 

・過去の実績等を参考に推計しています。 

・目的基金については、必要に応じて繰入を行っています。 



 - 37 - 

⑳諸収入 

・過去の実績等を参考に推計しています。 

○21地方債 

・過去の実績等を参考に推計しています。 

・合併特例債は次のとおり活用するものとしています。 

※基 金 造 成 分：３８億円を平成１８年度に一括借入を行います。 

合併特例債事業費分：建設計画に合わせて借入を行います。 

１８年度～２７年度の総額２８２．５億円 

・合併特例債の借入条件は以下のとおりとしています。 

※借入利率：２．０％（固定）、償還期間：１５年（据置３年） 

 

（２）歳出 

①人件費 

・特別職・議員並びに審議会等の委員については、合併による削減効果を見込ん

でいます。 

・一般職については、合併による削減効果と行財政改革等による要因を考慮し、

類似団体の職員数を参考として減員数を推計しています。 

②扶助費 

・過去の実績を参考に推計しています。 

・町村が市となることによる増加需要を見込んでいます。（生活保護費など） 

③公債費 

・各団体が既に発行している地方債の元利償還金に、新規に発行する合併特例債

等に係る元利償還金を加えて推計しています。 

④物件費 

・過去の実績を参考に推計しています。 

・合併に伴う削減効果と行財政改革の推進による削減を考慮し試算しています。 

・合併時に見込まれる電算システムの開発に要する経費を１７年度に準備経費と

して見込んでいます。 

⑤維持補修費 

・過去の実績等を参考に推計しています。 

⑥補助費等 

・過去の実績等を参考に推計しています。 

・一部事務組合への負担金は、実績及び今後の見込みを勘案し推計しています。 

⑦繰出金 

・過去の実績等を参考に推計しています。 

⑧積立金 

・基金利子の積立額を見込んでいます。 

・合併市町村振興基金造成に係る積立額を見込んでいます。 

※平成１８年度に４０億円の積み立てを見込んでいます。 

⑨投資・出資・貸付金 

・過去の実績を参考に推計しています。 

⑩普通建設事業費 

・通常の事業量については、過去の実績等を参考に推計しています。 

・新市建設計画の登載事業（主要な事業）に係る事業費を見込んでいます。 

※合併特例債事業費：３３３億円となります。 

 




